
江差マース実証実験における乗車料金の無料化について

利用状況（12/20時点）

●延べ人数 ：（北部） ３６人 （南部） ７９人
●延べ運行回数：（北部） １９回 （南部） ６１回
●１日平均人数：（北部）４．０人 （南部）８．８人
●登録者（町外含む） ： １６０人
➡［内訳］LINE登録者：105人 電話登録者：55人

◆ 対象エリアを全域に拡大したことで登録者は
上昇傾向（１２月以降だけで７４人の登録）で、
住民の関心度も高い状況

◆ スマホ教室や体験試乗会などの催しと連動する
ことで、登録者・利用者の獲得へ

◆ 実証期間中の運賃を「有料 ➡ 無料」へ転換し
積極的な利用を促すことで、更なる利用者数の
増加（需要者の掘り起こし・理解度向上）を図る

◆ 実証終了後、アンケートやヒアリングなどで
サービス面、運賃妥当性等について検証予定

↑ 左はスマホ教室、右は試乗体験会
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資料１

↑ 乗車状況（江差BASE1）



【10月～11月実証実験】登録者数実績

２



【10月～11月実証実験】利用実績

◆ 期間合計34日間の運行実績で、1日平均2.5回の運行回数（無料：7.0回、有償：2.0回）、
1人あたり3.8回の利用

◆ 女性の利用が多く、特に60歳以上が69.4%を占める
◆ 利用者23人のうち、16人が無料期間（10/4～10/8）での利用を経て有料化以降も利用

⇒ 事前登録（86人）から実際の利用に至った割合が26.7%のため、登録後の手厚い
フォローアップが今後の課題

３



【10月～11月実証実験】配車方法別の利用実績

◆ 積極的なスマホ利用の促進もあり、60代まではほぼ100％LINEによる配車実績
◆ 70代以上となると、スマホ所有率（使用率）の低下により、電話等の利用率が56.1%

と上昇傾向
⇒ 将来的な実用化に向けては、携帯端末のサービス改善による利用率向上だけでなく、

公共交通利用者の大半を占める後期高齢者に対するサービス実装（電話オペレーター
予約など）についての検討が求められる

４
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江差町地域公共交通計画の目次構成

第１章 計画策定にあたって

整理内容：背景と目的/計画の位置づけ/計画の区域/計画の期間

第２章 地域の現状

整理内容：位置・地勢/人口・高齢化/通勤・通学流動/移動目的地となる施設の分布

第３章 地域公共交通の現状

整理内容：道路網の状況/公共交通体系の状況/交通空白地域の整理/公共交通関連財政支出の整理/当町内を運行する公共交通で補完す
べきターゲット/地域の現状及び地域公共交通の現状から見える課題（ニーズ）

第４章 地域公共交通に対するニーズ

整理内容：地域ニーズ把握アンケート調査結果/江差マース実証実験結果/住民意見交換会結果/各種調査結果から見える地域公共交通へ
のニーズ

第５章 地域公共交通の方向性

整理内容：計画期間内で解決すべき課題（重点課題）/計画の基本理念と基本目標、将来像

第６章 基本目標を達成するために行う事業

整理内容：基本目標と事業の体系/実施する事業の内容及び実施スケジュール/事業の進捗状況を評価する指標及び計測方法

第７章 推進方針

整理内容：協議会での進捗管理

第８章 江差町地域公共交通活性化協議会の運営方針

整理内容：今後の協議会運営方針
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【第１章抜粋】計画の位置づけ

まちづくり計画等との施策間相互の連携

持続可能な交通サービスの提供

輸送資源の総動員

PDCAサイクルによる管理

交通・交流拠点の創出

まちづくりと一体となった
地域の足づくり

2次交通の確保

既存路線バスを補完する交通

新たな交通システムの導入検討

交通弱者支援の検討

奥尻離島航路の維持

公共交通の利用定着
かもめ島周辺

旧江光ビル跡地

【計画整理】
●交通政策基本法 ●道路運送法 ●活性化再生法 ●第6次江差町総合計画
●江差町都市計画マスタープラン・江差町立地適正化計画 ●江差町強靭化計画
●第5期江差町地域福祉計画 ●第6期江差町障がい福祉計画・第2期江差町障がい児童福祉計画
●第2期江差町子ども・子育て支援事業計画 ●江差町過疎地域持続的発展市町村計画
●その他北海道等の関連計画
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【第３章抜粋】地域の現状及び地域公共交通の現状から見える課題（ニーズ）

地理的条件を踏まえた
最適な交通モードの確保

公共交通が必要な方

気軽にお出かけ

近距離送迎に適した交通
と路線バスのセット

これまでのライフスタイル

自家用車等で自力で移動できない町民

近隣自治体と連携した観光交通

民間バス路線及び
町交通施策の見直しによる

輸送資源の確保
ハイヤー事業の運営持続化

フェリーと民間バス路線の
待ち時間の有効活用

福祉有償運送事業の継続化

交通空白地域への対応

交通経費の適正化

交通・交流拠点の創出

【整理分類】
●人口推移・配置 ●免許非保有者の状況 ●通勤・通学圏 ●主要施設の立地状況
●公共交通の運行・利用状況 ●路線バス利用乗降調査 ●交通サービスの提供状況
●財政的支出の状況 ●関係機関へのヒアリング調査

目的地やバス停から自宅間など
近距離送迎確保
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【第４章抜粋】各種調査結果から見える地域公共交通へのニーズ

近距離送迎に適した交通
と路線バスのセット

ハイヤー事業の運営持続化
目的地やバス停から自宅間など

近距離送迎確保

交通・交流拠点の創出

【整理分類】
●住民ニーズ把握アンケート調査 ●江差マース実証実験 ●地域意見交換会
●北海道江差高等学校への通学状況に関するアンケート調査

将来に渡っての自由な移動を確保
町外（函館市）＆町内

冬期運転の不安解消

自宅付近まで
送迎可能な交通

ICTを活用した効率化

ICTに不慣れな高齢者への対応

江差マースの継続的運行

利用者定着

利用方法の
周知

確実に通学できる
交通体系の確保
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【第５章抜粋】計画期間内で解決すべき課題（重点課題）

重点課題１：交通弱者等の町民の生活を支える地域内交通の確保

重点課題２：地域内交通と基幹的・準基幹的地域間幹線系統との接続性の確保

重点課題３：継続的に利用していただけるための情報提供機能等の強化

重点課題４：町民等の生活圏・移動圏に即した広域的な移動の確保

● 自宅付近まで送迎可能な交通
● 福祉有償運送事業の継続化

● 交通拠点機能と交流拠点機能を併せ持つ拠点整備
➡北の江の島構想との連携、旧江光ビル跡地の有効活用
➡乗継待ち時間のストレス最小化

● 町民等の利用者に適切に運行情報の提供
➡遅れや到着時間を見える化

● 近隣自治体と連携した路線維持に向けた必要な支援
● 路線の必要性に関する継続的な協議

重点課題５：当町で実施している交通施策の最適化

● 新たな交通確保に向けた当町交通施策の見直し
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【第１章抜粋】計画の区域、計画期間

■計画の区域

江差町全域

■計画期間

令和５年度から令和９年度
※ 国土交通省「地域公共交通計画等の
作成と運用の手引き（令和２年11月）」
において、原則５年程度をされている
ことに基づき設定

➡社会情勢の変化や施策推進状況
を加味し、柔軟に見直しを実施



8

【第５章抜粋】計画の基本理念と基本目標、将来像

当町の目指す公共交通の姿は、江差町民や当町に来訪する方の移動確保に向け、
将来に渡って確保ができ（持続可能な）、また本計画で示すすべての事業は住民
の生活をよくするもの（暮らし）であり、さらにこの地を愛する人がこの地に住
み続けられるように取り組む（未来へ紡ぎ）ことを表しています。
また、地域公共交通は誰かに与えられるものではなく、地域に居住する人、来

訪する人などが積極的に利用する、すなわち、他人ごとではなく自分たちごとと
してみんなで取り組む（みんなでつくる自分たちごとの交通）ことが重要になり
ます。

持続可能な暮らしを未来へ紡ぎ、
みんなでつくる自分たちごとの交通
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【第６章抜粋】基本目標と事業の体系整理

基本目標ⅰ：先進技術も活用した住民が使いやすい公共交通形態の導入・確保

基本目標ⅱ：地域内交通と広域交通の接続拠点の創出

基本目標ⅲ：公共交通の見える・魅せる化に向けた利用促進策の実施

基本目標ⅳ：町民等の広域的な移動機会の確保に寄与する連携策の実施

ⅰ-事業１：当町交通施策の最適化に向けた見直し
ⅰ-事業２：函館バス路線や当町交通施策の見直しによる輸送資源の確保
ⅰ-事業３：江差マースの本格運行及び継続的な運行に向けた取組の実施
ⅰ-事業４：福祉有償運送事業の継続化に向けた検討・協議の場づくり

ⅱ-事業１：交通・交流拠点の創出
ⅱ-事業２：地域内交通と広域交通の接続性の確保

ⅲ-事業１：ICTに慣れていただける環境づくり
ⅲ-事業２：地域内交通の適切な運行情報の提供
ⅲ-事業３：公共交通を利用したいと思っていただける機会の創出

ⅳ-事業１：【再掲】当町交通施策の最適化に向けた見直し
ⅳ-事業２：【再掲】函館バス路線や当町交通施策の見直しによる輸送資源の確保
ⅳ-事業３：【再掲】交通・交流拠点の創出
ⅳ-事業４：【再掲】地域内交通と広域交通の接続性の確保
ⅳ-事業５：江差町地域公共交通活性化協議会における事業モニタリングの継続的実施
ⅳ-事業６：（仮称）道南地域公共交通計画との連携
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【参考】江差マースのこれまでの取組

《事業概要》
◆ 地域公共交通の維持・活性化を目的に、江差マースにおける新たな交通サービスを単なる移動手段
として捉えるのではなく、「移動」を地域事業者と連携した地域経済の活性化を促すものとして捉え
その過程で得られた収益を地域に還元していく「収益循環モデル」を検討していく。

◆ 路線バスのような複数の人を乗り合いで運ぶことができる効率性と、タクシーのような利用者の
要望に応じてドア・トゥ・ドアで運ぶことができる柔軟性を併せ持った交通サービスである「オンデ
マンド交通」による移動ニーズを令和３年度～令和４年度までの実証実験において検証中。

出発地
配車 移動 支払 買物 目的地

運賃収入・町補助

出発地 配車 移動 支払 買物 目的地

運賃収入・町補助
乗合による収入増
事業者収益増
⇒運賃収入等に
頼らない収入源

人口減少等による収入減・維持困難
⇒住民利便性の低下

メーカー協賛・広告収入など
（顧客接点獲得）

新規店舗売上
（新規顧客獲得）

新たな移動の発生による収入増
収入増加分の還元
（交通事業者・自治体）
⇒住民利便性の向上

交通事業者単独の事業

「江差マース」における収益循環モデル



11

【参考】江差マースのこれまでの取組

《江差マース実装化に向けた取り組みの継続性》

❶サービス提供期間

（利用機会の拡大）

❷サービス提供エリア

（利用人数の拡大）

❸アプリ機能

（移動機会の創出）

❻運行体制

（運行エリアの拡大）

❹電話予約機能

（移動機会の創出）

❺料金体系

（受容性確認）

2022年10~11月
経済産業省

地域新MaaS
創出推進事業

2ケ月/34日間
土曜含む

奥尻町民
フェリー利用者

LINEアプリ
サービス機能追加

音声（会話）予約

500円/日 乗り放題

2022年2月
北海道経産産業局

事業性調査・
分析事業

1ケ月/16日間
平日のみ

南部
交通空白地域

WEBアプリ

ダイヤル予約

無料

桧山ハイヤー
（1社体制）

＋

＋

＋

＋

＋

＋

2022年12月
~2023年1月
国土交通省
共創モデル

実証プロジェクト

町内全域
（北部・南部で区分け）

チケッティング機能

函館バス
（2社体制）

2ケ月/30日間
土曜含む

オペレーター予約

１日あたり

乗車人数
8.9人/日 3.9人/日 12.8人/日

（12/20時点実績）











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江差マース 
無料期間 延長！ 

令和４年（2022年）12月からエリアを拡大し運行してい

る「江差マース」について、この度、より多くの町民の皆様

にご利用いただくため、無料期間の延長を決定したし

ました！ 

町民の皆様におかれましては、この機会に、ぜひ「江差マー

ス」をご利用ください！ 

令和５年 1月 31日まで 乗車料金 税込 500円 

 

令和５年 1月 31日まで 乗車料金無料 
 

●運行曜日・時間 

火・水・金 ⇒（午前）8時～１２時 （午後）１３時～１６時 

土   ⇒（午前）運行なし   （午後）１４時～１７時 

≪お問い合わせ先》 

江差町役場 まちづくり推進課まちづくり推進係 

☎（0139）52－6712 

 



■自家用有償旅客運送（福祉有償運送）の更新登録申請について

更新登録申請の流れ

自家用有償旅客運送
（福祉有償運送）とは

・地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するために、自家
用自動車（白ナンバー車両）を使用して有償で旅客の運送
を行うこと。

・バスやタクシー事業では十分な輸送サービスが困難な場合
において、市町村やＮＰＯ法人等による有償運送を認める
制度で、過疎地域等の住民輸送に加え、身体障がい者や要
介護者等の会員によるドアツードアの個別輸送を行う福祉
有償運送が可能。

自家用有償旅客運送を
行うためには

・道路運送法の定めに従った手続きが必要。

道路運送法の定めとは ・国土交通大臣の登録を受けなければならない（法第79条）。
・登録を受けるためには、地域公共交通会議（地域公共交通
活性化協議会）での合意形成が必要。

・合意ができていないと登録を拒否され、運行することがで
きない（第79条の4）。

・なお、路線や運送の区域などを変更しようとするときにつ
いても同様（法第79条の7）。

江差町では ・江差町（高齢あんしん課）、江差町社会福祉協議会、ヘル
パーステーションゆいっこ、NPO法人ゆいが「自家用有償
運送旅客運送」の登録を受け運行している。

・全事業者において、令和５年２月～３月にかけて登録期間
の満了が到来することから、更新登録に向けた合意を本協
議会でお諮りするもの。

本協議会での協議事項 ・登録を更新する内容。
例）運送しようとする旅客の範囲、運送区域ごとの対価の額

その後の手続き ・本協議会での合意形成後、北海道運輸局函館運輸支局に対
し、自家用有償旅客運送の更新登録を申請。（申請書には
合意形成を証明する書類が必要）

・登録が完了するまで約１カ月（法で定める標準処理期間）
・登録完了後、引き続き福祉有償運送の継続が可能。

参考


